
電磁的記録媒体って何？ 

 電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類

の保存義務者は、自己が最初の記録段階か

ら一貫して電子計算機を使用して国税関係

帳簿を作成する場合に、一定要件下で、そ

の電磁的記録の保存をもってその書類の保

存に代えることができることとされていま 

す。では、「電磁的記録」は、どんなものに

保存するべきでしょうか。国税庁の Web サ

イトに具体的なものとして挙げられている

のは、ハードディスク・CD・DVD・磁気テー

プ、もしくは COM（電子計算機出力マイクロ

フィルム）等とされています。 

 ただ、法令解釈を見てみると、「法律上媒

体を具体的に限定するような規定は存在せ

ず、保存義務者の任意の選択で良い」とさ

れています。 

 

ところで磁気テープって何？ 

 若い人の中には「磁気テープって何だ？」

と思った方もいらっしゃるかもしれません。

昔は音楽を聴くのに使う「カセットテープ」

やテレビ番組などを録画しておく「ビデオ

テープ」といったものがメジャーでした。

磁気を帯びたテープが円形に巻き付けてあ

る記録媒体で、動画等の早戻しを「巻き戻

し」と言う方がいるのは、このテープの巻

きに由来しているものです。 

 最近は一般の方には縁遠いものになりつ

つある磁気テープですが、データ保存の規

格である LTO テープというものが活躍して

います。容量あたりの価格が安く、データ

保存時の電力消費量も低いため、大容量デ

ータのバックアップ等に活用されているよ

うで、グーグルやマイクロソフトといった

大企業も利用しています。 

 

保存は良いけど提出は NG 

 そんな磁気テープですが、令和 4 年度税

制改正において、給与支払報告書や e-Tax

による法人税等の確定申告の添付書類記載

事項の提出方法から、磁気テープの提出が

除外されています。 

 磁気テープは保存性や容量で比較すると

他の媒体に比べ優位であるものの、そのデ

ータを読み込むドライブの価格が、とても

高いのです。規格が異なると読み込みもで

きなくなるため、常に最新のドライブを購

入し、古いものも使えるように維持する費

用を考えると、除外もやむなしといったと

ころでしょうか。 
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あなたのクラウドデー

タのバックアップは、磁

気テープで保管されて

いるかもしれない。 
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